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の

政

貌

期

北

何日

北
貌
は
四
世
紀
に
建
国
さ
れ

五
世
紀
末
に
都
を
大
同
か
ら
洛
陽

へ
濯
し

六
世
紀
に
入
っ
て
東
西
に
分
裂
し
た
の
で
あ
る
が
こ
こ

で
北
貌
前
期
と
言
う
の
は
都
を
洛
陽
へ
遷
す
ま
で
の
時
期
を
指
し
て

い
る
。
洛
陽
へ
の
遷
都
の
み
に
よ
っ
て
一
王
朝
の
歴
史
を
分
断
す
る

し
か
し
征
服
王
朝
と
し
て
の

こ
と
に
は
異
論
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が

北
貌
が
洛
陽
へ
遷
都
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
其
の
内
容
に
種
々
の
襲
化

が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
あ
し

ま
た
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
が
複

雑
な
問
題
を
含
ん
で

い
る
の
で

そ
れ
ら
を
究
明
す
る
た
め
の
一
試

論
と
し
て
洛
陽
遷
都
ま
で
の
政
治
的
慶
濯
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思

、「ノ
。

建

以

高可

国

鮮
卑
民
族
に
闘
す
る
建
国
以
前
の
扶
態
は
史
料
が
乏
し
い
が
故
に

明
確
な
事
買
は
判
然
と
し
な
い
が
、

民
族
制
世
曾
に
在
っ
て
部
族
ご

Jム， 1口

乗

子

秀

手リ

と
に
其
の
酋
長
に
統
率
さ
れ

毛
の
統
圏
三
十
六

大
姓
九
十
九

の
時
か
ら
、
力
微
が
定
褒
の
感
染
へ
南
遁
し

貌
と
和
親
す
る
頃
ま

で
は
、
其
の
遊
牧
生
活
に
著
し
い
愛
化
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

什
翼
纏
ま
で
の
約
一
世
紀
聞
に
貌
畜
の
交
替
、
五
胡
十
六
園

時
代
へ
の
激
饗
期
に
遇
っ
て
、
外
塵
に
封
抗
し
、
内
部
の
部
族
連
合

の
強
化
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
力
微
は
沙
漠
汗
を
蓄
に

の
後
、
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迭
り、

中
原
の
文
化
を
受
け
る
と
と
も
に
外
交
関
係
を
聞
こ
う
と
し

た
が
、
畜
の
街
瑳
の
離
間
策
の
た
め
に
諸
部
大
人
が
部
族
連
合
を
内

部
か
ら
崩
壊
せ
し
め

拓
政
部
は
孤
立
肢
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
そ
の
後
は
間
も
な
く
旬
奴
字
文
部
と
政
略
結
婚
で
結
び
、
狩

包、

精
虚
の
努
力
に
よ
っ
て
再
び
部
族
連
合
を
固
め
た
。

特
に
務
虚

は
烏
丸
諸
部
を
攻
撃
し
、
劉
淵
、
劉
聴
の
攻
撃
に
苦
し
む
畜
の
司
馬

騰
を
助
け
て
膏
よ
り
代
郡
公
と
さ
れ
た
。
し
か
し
劉
聴
、
石
勅
の
強

勢
に
つ
れ
て
糖
慮
の
支
配
下
の
旬
奴
雑
胡
が
謀
反
し
、
畜
王
朝
が
滅



亡
せ
ん
と
す
る
時
、

忽
ち
軍
事
力
強
化
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
貌

書
各
百
十
一
刑
罰
志
に
は
「
劉
聴
石
勤
煩
覆
膏
室
、
帝
将
卒
其
鋭
、

乃
峻
刑
法
、
毎
以
軍
令
従
事
、
民
乗
寛
政
、
多
以
遠
命
、
得
罪
死
者

以
蔦
計
、
於
是
園
落
騒
騒
」
と
あ
る
。
先
代
に
三
部
に
分
治
し
て
い

た
支
配
醐
慣
を
統
一
し
た
務
慮
は
其
の
統
治
権
を
強
化
す
る
た
め
軍
令

を
以
て
巌
し
く
圏
内
を
統
制
し
た
の
で
あ
る
。
戟
蹴
時
代
は
依
然
と

し
て
績
ぎ
、
石
勅
の
他
に
劉
衛
辰
、

，荷
堅
と
強
者
が
現
れ
、
か
れ
ら

と
封
抗
し
つ
つ
什
翼
健
の
時
代
を
迎
え
た
。
親
書
序
紀
に
「
始
置
百

官
与
と
あ
り
、
ほ
ぼ
、
原
始
国
家
の
態
勢
を
整
え
る
に
至
っ
た
。
ま
た

「
諸
部
畢
集
、
設
壇
岳
町
、
講
武
馳
射
、
因
以
矯
常
」
(
諸
)
と
あ
り
、

南
伐
を
決
行
し
よ
う
と
す
る
時
の
言
と
し
て

「
吾
将
親
率
六
軍
、
廓

定
四
海
、
乃
勅
諸
部
各
率
所
統
以
倹
大
期
」
(
問
む
と
あ
る
。
拓
政

部
と
他
の
部
族
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
組
織
さ
れ
統
率
さ
れ
た
軍
隊
が

あ
り

そ
れ
ら
が
什
翼
穫
の
下
に
封
建
的
に
編
成
さ
れ
て
い
た
の
で

ま
た
同
書
単
位
百
十
三
官
民
志

に
よ
れ
ば
、

あ
ろ
う
。

左
右
近
侍
之

職
、
内
侍
長
、
南
北
二
大
人
を
設
け
た
と
あ
り

左
右
近
侍
之
職
に

は
常
員
無
く
、
皆
諸
部
大
人
豪
族
良
家
子
弟
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
そ
れ
は
従
来
の
部
族
連
合
韓
を
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

p
町

u

，，
2

た
刑
罰
志
に
は
官
物
と
私
物
と
の
匿
別
が
あ
り
、
諸
部
族
の
私
有
権

を
認
め
且
つ
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

か
れ
ら
を
部
族
連
合
瞳
の

組
織
に
編
入
し

ま
た
軍
事
力
を
組
織
、
統
率
さ
せ
て
封
建
的
に
結

合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

北
貌
初
期
の
箪
政

拓
政
珪
が
太
租
遁
武
帝
と
な
っ
て
北
貌
を
建
国
し
て
か
ら
年
々
華

々
し
い
戟
勝
の
記
録
が
撮
ら
れ
た
。
外
征
に
よ
る
掠
奪
は
大
規
模
で

あ
り
、
登
圏
三
年
(
三
八
八
)
庫
莫
実
宏
伐
つ
.て
雑
畜
十
徐
高
、
解

如
部
を
討
っ
て
男
女
雑
畜
十
数
蔦
を
獲
、
五
年
(
三
九

O
〉
高
車
哀

紘
部
を
破
っ
て
生
口
馬
牛
羊
二
十
首
問
、
翌
年
劉
衛
辰
を
滅
し
た
時
は
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其
の
珍
賓
畜
産
名
馬
三
十
鈴
蔦
匹
牛
羊
四
百
徐
高
と
い
う
莫
大
な
数

に
上
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
ラ
な
成
果
は
そ
の
軍
事
力
の
卓
越
し
た
強

固
さ
に
基
い
て
い
る
。
登
園
の
初
以
来
、
遺
武
帝
は
中
央
に
都
統
長
・

瞳
牌
(
六
人
〉
を
置
い
た
が
ま
た
外
朝
大
人
も
外
交
官
粂
終
箪
で
も

あ
っ
た
。
彼
等
親
貴
が
禁
兵
を
掌
握
し
て
、
皇
帝
槽
力
を
統
帥
権
と

し
て
擁
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇
始
元
年
(
三
九
六
)
慕
容
重
が

桑
乾
川
に
来
冠
し
た
時
、
元
農
は
敗
れ
た
が
、
親
書
単
位
二
太
租
紀
に

「
元
虚
先
鎮
卒
域
時
、
徴
兵
未
集
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
「
大
穆
討

慕
容
賞
、
帝
親
動
六
軍
四
十
徐
高
」
と
あ
る
。
園
透
防
備
の
鎮
に
在
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っ
て
、
有
事
の
際
に
は
兵
を
徴
設
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ

の
L

、
う
が
、
総
じ
て
軍
事
力
は
皇
帝
の
下
に
一
元
化
さ
れ
、
将
官
に
は
一

部
の
指
揮
棒
を
興
え
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て

他
の
記
事
か
ら
推
し
て
将
軍
に
は
質
載
の
場
合
に
五
高
騎
を
箪

位
と
し
て
、
或
は
最
大
と
し
て
指
庫
槌
を
委
任
し
た
。
次
の
太
宗
明

元
帝
の
時
代
に
巧
薙
は
五
高
騎
を
給
さ
れ
、

別
に
義
軍
を
立
て
し
め

ら
れ
、
義
衆
五
千
人
を
招
集
し
得
た

(糊一一一暗
)。
こ
の
軍
隊
を
維
持

し
、
軍
政
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
、
官
僚
機
構
や
財
政
措

置
も
追
々
現
質
に
貰
施
さ
れ
た
。

官
僚
を
置

皇
始
元
年
に
官
瞬
、

き
、
公
侯
を
封
じ
、
刺
史
太
守
尚
脅
郎
等
を
任
じ
た
が

こ
れ
ら
、
以

下
悉
く
文
人
を
用
、
っ
、
と
あ
る
。
こ
の
文
人
は
軍
事
力
な
き
行
政
官

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
に
多
く
の
漢
民
族
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

拓
政
部
が
中
原
に
向
っ
て
侵
略
を
進
め
る
こ
と
は
農
民
左
獲
得
し
、

技
術
者
を
得
て
圏
内
生
産
を
向
上

さ
せ
る
努
働
力
を
増
大
す
る
こ

と
で
あ
り
、
農
業
は
漢
民
族
の
み
な
ら
ず
他
の
民
族
に
も
及
ん
で

い

た
が
放
に
、

山
東
方
面
か
ら
の
大
量
の
徒
民
と
と
も
に
国
家
財
政
は

盟
か
に
な
っ
た
。
著
書
単
位
百
十
三
に
、
持
堅
は
四
方
を
巡
察
せ
し
め

ま
た
劉
街
辰
が
堅
に
降
り
、
内
地
に
回
せ

ん
こ
と
を
請
う
て
許
さ
れ
た
、
と
あ
る
。

北
族
と
漢
民
族
と
の
混
合

て
制
課
農
桑
策
を
執
り
、

地
域
で
勿
論
農
業
が
重
視
さ
れ
、
漢
民
族
の
農
業
生
産
と
家
族
制
度

を
思
わ
せ
る
記
事
が
親
書
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
農
業
と
軍
政

の
結
合
が
屯
田
制
で
あ
り

登
園
九
年
(
三
九
四
)
に
始
ま
る
元
儀

の
屯
回
以
来
中
央
政
府
の
管
掌
下
に
屯
民
が
ー軍
園
財
政
の
重
任
を
負

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
貌
書
容
百
十
三
官
氏
士
山
に
「
奮

制
、
線
透
皆
置
銀
都
大
将
、
統
兵
備
禦
、
輿
刺
史
同
城
陸
倉
庫
、
皆

銀
将
主
之
、
但
不
治
、
故
矯
重
於
刺
史
」
と
あ
る
。
中
央
に
在
っ
て

も
地
方
に
在
っ
て
も
、
部
落
を
解
散
さ
れ
た
編
民
が

す
べ
て
農
業

生
産
に
携
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

代
都
へ
の
徒
民
に
は
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道
武
帝
、
明
元
帝
の
時
代
と
も
計
口
授
田
の
封
象
に
な
っ
た
も
の
が

そ
の
主
労
働
力
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
既
に
編
民
と
な
っ
た
者
も

同
じ
く
軍
政
の
下
に
統
率
さ
れ
た
こ
と
は
疑
な
い
。

北
親
王
朝
に
お
け
る
漢
民
族

1 

鮮
卑
行
政
官
の
無
策

二
代
目
世
租
太
武
帝
の
時
代
に
北
貌
の
領
土
も
蹟
大
し
了
り

河

北

一
帯
が
征
服
さ
れ
て

征
服
王
朝
と
し
て
軍
事
的
に
最
大
限
に
達

し
た
の
で
あ
る
。
貌
害
容
百
十
四
樺
老
志
に
は
「
世
祖
師
位
、
富
於

春
秋
、
既
而
鋭
志
武
功
、

毎
以
卒
定
禍
凱
矯
先
」

と
あ
り
、

十
六
歳
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(
四
三

O
)
五
月
に
は
詔
し
て
忠
節
を
蓋
し
て
躯
命
を
頚
し
た
者
に

爵
暁
を
追
贈
し
、
反
封
に
、
故
ら
に
軍
法
に
遣
い
私
か
に
憧
校
を
離

れ
し
者
に
は
軍
法
を
以
て
裁
を
行
う
、

と
言
い
、
さ
ら
に
、
諸
征
銀

将
軍
王
公
佼
節
遁
還
者
は
開
府
し
て
吏
員
を
増
加
す
る
こ
と
を
聴
し

て
軍
政
園
家
の
態
勢
に
高
全
を
期
せ
ん
と
し
た
。
後
に
は
涼
州
へ
の

大
征
服
を
敢
行
し
て
北
魂
の
版
圃
を
旗
大
し
た
が
、
し
か
し
、
太
武

帝
の
時
代
は
封
外
征
服
も
ほ
ぼ
限
度
に
近
附
い
て
き
た
時
で
あ
り
、

相
次
ぐ
戟
翫
は
圏
内
の
秩
序
に
矛
盾
と
混
乱
を
惹
き
起
し
て
き
た
。

延
和
元
年
(
四
三
二
〉
の
詔
に

「
自
始
光
至
今
、
九
年
之
問
、
戎
車

十
傘
、
翠
帥
文
武
、
荷
文
被
甲
、
櫛
風
休
雨
、
崎
履
鋒
刃
、
奥
眠
均

以
刀
、
頼
神
祇
之
助
、
将
士
宣
力
用
能
擢
折
彊
賢
克
期
大
慈
、
兵
不
極

武
、
而
こ
冠
供
滅
、
師
不
遵
律
、
而
還
方
以
寧
、
加
以
時
一
調
和
治
、

嘉
瑞
並
降
、
遁
於
郡
園
、
不
可
勝
紀
、
宣
股
一
人
濁
醸
此
茄
、
云
ん
こ

と
述
べ
、
同
三
年
(
四
三
四
)
に
は
「
眠
承
統
之
始
、
筆
凶
縦
逸
、
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四
万
未
賓
;
:
:
故
頻
年
屡
征
、
有
事
西
北
運
輸
之
役
、
百
姓
勤
労
、

鹿
失
農
業
、
遭
離
水
皐
致
使
生
民
貧
富
不
均
、
未
得
家
給
人
足
、
或

有
寒
窮
不
能
白
隠
者
、
限
甚
思
駕
、
今
回
方
唄
軌
、
兵
革
漸
寧
、
宜

寛
格
賦
輿
民
休
息
云
々
」
と
あ
る
。
誇
ら
し
げ
広
勝
利
と
卒
和
を
自
讃

し
な
が
ら

そ
の
軍
扇
宣
揚
の
陰
に
祉
曾
的
不
安
を
か
も
し
出
し
た

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
遁
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

翌
年
に
は
綱
紀
の
素
凱
、
九
品
混
遁
を
歎
き
、
政
治
上
の
粛
清
を
説

く
に
至
っ
た
。
官
吏
の
不
法
行
矯
は
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
に
封
し
て

は
妄
り
な
徴
護
を
戒
め
る
詔
を
次
い
で
裂
し
て
い
る
。
太
武
帝
に
内

政
を
委
任
さ
れ
た
皇
太
子
晃
は
畿
内
の
民
に
農
殖
開
墾
を
督
励
し
た

が
、
そ
れ
に
は
幾
多
の
無
理
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
親
書
単
位
四
下
に

「
課
畿
内
之
民
、
使
無
牛
家
以
人
牛
力
相
貿
墾
殖
縛
鋤
、
其
有
牛
家
輿
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無
牛
家
一
人
種
田
二
十
二
畝
:
:
:
各
列
家
別
口
数
、
所
勤
種
頃
畝
明

立
簿
目
、
所
種
者
於
地
首
標
題
姓
名
、
以
緋
播
殖
之
功
、

叉
禁
飲
酒

雑
戯
棄
本
油
販
者
、
墾
田
大
震
増
闇
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
私
有
地
だ
と

か
、
交
換
経
済
の
貫
態
と
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
飲
酒
雑
戯
を

禁
ず
る
き
び
し
い
法
治
は
衣
の
高
宗
文
成
帝
の
時
に
も
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
戟
時
中

圏
内
の
農
民
が
運
輸
の
役
に
徴
聾
さ
れ
た
の
に

封
し
、
畿
内
の
民
が
開
墾
に
役
さ
れ
て
い
て
、
禁
酒
と
い
う
強
制
的

手
段
に
よ
っ
て
軍
国
財
政
の
た
め
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

停
統
的
な
勘
課
農
桑
策
が
戟
字
の
非
常
時
平
は
、
一
一
暦
の
強
制
を

し
か
し
戟
後
の
吐
曾
的
混
凱
と
不
安
に
封
麗
し

加
え
た
の
で
あ
る
。
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て
、
行
政
機
力
の
統
治
作
用
が

地
方
官
吏
の
不
法
摘
援
と
並
ん
で

国
民
の
上
に
系
統
的
に
働
く
も
の
が
刑
罰
で
あ
る
c

統
治
機
闘
が
護

す
る
強
制
力
の
瞳
系
的
現
れ
で
あ
る
刑
罰
は
禁
酒
に
代
っ
て
軍
政
維

持
の
上
に
最
も
強
く
献
文
帝
の
政
治
に
作
用
し
た
。
貌
書
刑
罰
志
に

「
穎
粗
末
年、

尤
重
刑
罰
」
と
あ
る
。
刑
罰
の
重
く
賢
い
こ
と
は
言

う
迄
も
な
く
世
禽
的
秩
序
が

行
政
槌
力
の
志
向
す
る
方
向
と
矛
盾

す
る
面
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
高
宗
文
成
帝
の
和
卒
四
年
(
四
六
三
〉

の
詔
を
み
る
と
「
名
位
不
問
、
櫨
亦
異
数
、
所
以
殊
等
級
一不
軌
儀
、
今

喪
葬
嫁
妻
、
大
雄
未
備
、
貴
勢
豪
富
、
越
度
著
腕
、
非
所
調
式
昭
典
憲

者
也
、
有
司
可
箆
之
篠
格
、
使
貴
賎
有
掌
上
下
戚
序
、
著
之
子
令
。」

「
中
代
以
来
、
貴
族
之
門
、
多
不
率
法
、
或
貧
利
財
賄
、

私
好
、
在
於
有
合
、
無
所
選
燦
、
令
貴
賎
不
分
・
:
今
制
皇
族
附
侍
王

公
侯
伯
及
士
民
之
家
、
不
得
輿
百
工
伎
巧
卑
姓
魚
婚
、
犯
者
加
罪
。」

と
あ
る
。

郎
ち
こ
の
雨
者
に
は
共
通
し
た
主
旨
が
貫
か
れ
て
い
る

が
、
身
分
的
秩
序
の
原
理
が
崩
れ
て
経
済
的
な
力
が
よ
り
重
要
な
枇

或
因
縁

曾
的
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、

出
生
の
原
理
が
富

の
原
理
に
と

っ
て
代
ら
れ
る
祉
曾
で
あ
る
こ
と
が
瞭
然
で
あ
る
。
永

い
戦
乱
時
期
を
経
過
す
る
聞
に
経
済
的
な
費
動
が
紹
え
ず
お
v

」
な
わ

れ
て
、
富
の
不
均
衡
が
顕
著
に
な
り

卑
姓
で
あ
っ
た
者
の
中
に
強

固
な
経
慣
力
を
持
っ
て
新
貴
族
に
嬰
貌
し
て
行
く
者
が
現
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
豪
族
に
封
し
て
軍
政
主
義
の
統
治
は
そ
の
行

き
詰
り
に
達
し
、
郡
官
、
牧
守
が
利
財
を
求
め
て
行
く
の
を
如
伺
と

も
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
太
延
元
年
(
四
三
五
)
長
安
及
卒

涼
民
で
京
師
に
従
さ
れ

部
老
自
存
不
能
と
な
っ
た
者
を
郷
里
に
還

る
こ
と
を
聴
し
て
以
来
、

度
重
な
る
租
賦
の
減
克
や
買
ら
れ
た
男
女

を
家
に
還
し
て
も
、
か
れ
ら
を
直
接
に
権
力
下
に
掌
握
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
蔭
附
之
戸
と
し
て
豪
族
の
下
に
隠
亡
し

軍
園
財
政
の
基

盤
は
失
な
わ
れ
行
く
の
み
で
あ
っ
た
。
頼
み
と
す
る
兵
士
も
逃
亡
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
献
文
帝
は
「
天
安
以
来
、
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軍
国
多
務
、
南
定
徐

方
、
北
掃
遜
虜
、
征
成
之
人
、
亡
鼠
非
一

。
雌
罪
合
刑
書
、
毎
加
哀
宥
。

然
寛
政
猫
水
、
遁
逃
途
多
」

(一
一
年
制
)
と
歎
く
の
で
あ
っ
た
e

寛

政
、
巌
刑
と
も
に
立
た
ず
、
鮮
卑
の
行
政
は
何
等
か
の
打
開
、

新
展
開

を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
完
全
な
る
統
治
は
強
固
な
行
政

機
、統
治
機
関
の
確
立
を
待
っ
て
始
ま
る
。
鮮
卑
の
行
政
は
専
ら
軍
事

軍
隊
統
帥
が
征
服
王
朝
の
運
命
を
も
っ
て
、
中

力
の
み
に
基
づ
き

原
を
支
配
す
る
行
政
と
な
っ
た
。
政
務
は
軍
務
に
充
ち
、朝
議
は
外
征

の
方
法
を
主
と
し

、軍
功
は
累
積
し

し
か
も
賞
賜
の
額
は
漸
減
し

或
は
賞
賜
は
皆
是
れ
死
事
(
世
租
紀
)
と
ま
で
言
わ
れ
た
。
園
家
財



政
は
墾
殖
を
上
回
る
征
服
掠
奪
や
傍
数
々
圏
を
解
散
さ
せ
る
こ
一と
に

よ
っ
て
補
わ
れ
た
。
し
か
し
も
は
や
そ
の
域
も
限
度
に
達
し
た
。
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
何
等
爾
後
の
善
慮
が
矯
さ
れ
ず
、

る
鮮
卑
の
行
政
は
空
し
い
軍
法
の
中
に
遂
に
無
策
と
化
し
了
っ
た
。

そ
の
術
を
知
ら
ざ

2 

漢
民
族
の
立
法

北
親
王
朝
は
鮮
卑
民
族
と
漢
民
族
の
複
合
物
で
あ
り
、

こ
の
二
民
族
が
事
毎
に
反
岳
し
合
っ
た
の
で
は
な
い
v

鮮
卑
民
族
の

そ
し
て

中
に
も
進
歩
的
な
思
想
を
持
ち
、
漢
民
族
に
可
成
り
近
附
い
て
い
る

者
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
得
る
課
で
あ
る
。
従
っ
て

」
こ
で
は
巌
重
に
漢
民
族
の
み
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
「
漢
民

族
を
主
と
し
た
」
動
向
を
述
べ
る
心
算
り
で
あ
る
。

太
租
遭
武
帝
の
側
近
は
勿
論
親
貴
の
鮮
卑
民
族
出
身
の
官
僚
で
あ

る
が
、
戟
功
に
よ
っ
て
重
任
さ
れ
る
場
合
は
他
の
民
族
に
も
あ
る
。

親
書
巻
廿
入
李
栗
俸
に

太
租
愛
其
整
能
。
時
王
業
草
創
、
爪
牙
心
腹
、
多
任
親
近
。
唯
栗

一
介
遠
寄
、
粂
非
戚
蓄
、
首
世
祭
之
。
数
有
戟
功
。
奔
左
軍
将
軍

と
あ
る
。
李
栗
は
腐
門
の
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
人
親
近
者
で
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な
い
者
が
用
い
ら
れ
た
理
由
は
戟
功
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
は

華
々
し
い
戟
功
が
無
く
、
そ
の
上
倣
慢
で
あ
る
と
し
て
天
興
三
年

(四

O
O〉
に
諒
さ
れ
た
。
親
書
目
録
の
後
に
「
道
武
、
太
武
暴
戻

，

甚
於
聴
虎
」
と
あ
る
。
北
現
初
期
に
、
皇
帝
に
殺
さ
れ
た
人
物
は
数

多
く
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
政
務
に
専
念
し
た
者
も
多
い
。
し
か

も
彼
ら
に
は
ト
盤
方
術
の
特
技
が
あ
っ
た
事
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ

は
軍
園
之
大
謀
に
通
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
峯
浩
も
そ
の
代
表
的
人
物

で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
鮮
卑
民
族
は
尚
武
の
精
神
に
充

ち
、
上
級
官
僚
は
軍
人
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
漢
民

族
に
は
文
官
が
多
く
、
農
業
事
情
に
も
多
く
の
知
識
を
も
っ
て
い
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る
。
説
書
自
信
廿
八
劉
潔
停
に

動
高
者
受
胃
、
功
卑
者
獲
賞
。
龍
賜
優
山
由
示
、
有
過
古
義
。
而
郡
園

之
民
、
雄
不
征
討
、
服
勤
農
桑
、
以
供
箪
園
。
貫
経
世
之
大
本
、

府
庫
之
所
資
。
白
山
以
東
、
偏
遇
水
害
、
頻
年
不
枚
、
就
食
他
所
、

臣
聞
率
土
之
演
、
莫
非
王
臣
、
醸
加
哀
持
、

従
之
。
於
是
復
天
下
一
歳
租
賦
。

以
鴻
覆
育
・
・
・
・
・
・
世
租

と
あ
る
。
軍
国
主
義
の
皇
帝
に
謝
し
て
、

軍
人
ば
か
り
優
遇
す
る
の

は
不
可
。
兵
民
の
上
に
国
家
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
故
に
、
農
民

に
も
哀
れ
み
を
か
け
よ
、
と
い
う
の
で
あ
り

「
農
」
を
主
張
L
た

の
は
蓋
し
漢
民
族
の
聾
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
軍
政
に
謝
し
て
農
政
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を
、
武
に
封
し
て
文
を
主
張
す
る
務
は
年
と
と
も
に
強
く
、
後
の
高

虚
淵
は
孝
文
帝
に
封
し
て
「
臣
本

「貌
書
記也
四
J

軍
艦
之
事
禾
之
摩
也
」

一七附皿淵同時
)
と
言
い
、

高
間
も
准
北
へ
の
出
師
が
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
た
時
「
臣
以
愚
劣

本
非
武
問
、
至
於
軍
雄
、
尤
所
不
島
平
EE
--
:
兵
者
凶
器
、
不
得
己
而
用

之
、
今
天
下
関
泰
、
四
方
無
虞
云
々
」

(醐
諮
問
町
一
)と
い
っ
た
。
公
然

不
協
力
の
態
度
を
示
す
に
至
っ
た
。
ま

組
孝
文
帝
の
時
代
に
も
及

ふ
と
、

儒
生
、
頗
聞
姐
豆
、

と
軍
事
行
動
に
反
封
し
、

た
虚
淵
の
列
侍
の
記
事
に
は
「
淵
興
僕
射
李
沖
特
相
友
善
、
沖
重
淵
門

風
、
市
淵
砥
沖
才
官
、
故
結
局
婚
姻
」
と
も
あ
る
。
李
沖
は
最
も
重

ん
ぜ
ら
れ
た
文
官
の
一

人
で
あ
り
、
三
長
制
の
立
案
者
で
あ
る
が
、

と
も
に
漢
民
族
と
し
て
政
策
的
に
も
結
び
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
c

巧
一線
は
明
元
荷
、
太
武
帝
に
仕
え

軍
事
的
に
も
功
を
立
て
、
職

軍
と
民
と
を
組
織
化
す
る
の
に
成
功
し
た
が
、
太

武
帝
の
太
一令
長
君
五
年
(
四
四
四
)
に
薄
骨
律
銀
将
と
な
り
、
将
に

陣
に
臨
ん
で
も
、

鎖
に
至
ら
ん
と
し
て
表
し
て
日
う
に
は
「
農
民
は
生
'
産
に
努
め
て
は

い
る
け
れ
ど
も

水
が
乏
し

い
の
で
増
殖
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

功
は
課
に
充
た
ず

兵
の
人
口
は
累
る
ば
か
り
で
皆
飢
俄
で
あ
る
。

こ
の
土
地
を
よ
く
検
知
し
て
生
産
を
盟
か
に
し
よ
う
と
思
う
が
、

の
地
は
雨
が
少
い
の
で
河
水
を
引
い
て
い
る
の
を
翻
る
と

奮
い
渠

堰
は
上
古
の
制
す
る
所
で
あ
っ
て
時
代
遅
れ
し
て
い
る
。

そ
こ
で
今

新
た
に
獄
田
の
た
め
に
新
渠
を
作
り
た
い
」
と
い
い
、

官
私
の
田
四

首
向
徐
頃
に
獄
ぐ
た
め
の
計
査
表
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て

太
武
帝
は
「
卿
は
園
を
憂
い
民
を
愛
す
。
更
に
河
水
を
引
き
て
課
を

勧
め
田
を
大
い
に
せ
ん
と
欲
す
る
。
宜
し
く
矯
す
べ
し
。
何
ぞ
そ
の

日
数
を
限
ら
ん
」
と
言
い
、
濯
が
高
渠
に
四
十
日
、

小
河
を
断
紹
す

る
の
に
二
十
日
か
か
る
と
い
う
の
が
」

日
数
を
気
に
か
け
ず
に
便
園

ま
た
二
年
後
に
は
、
穀

物
の
運
迭
に
就
い
て
水
運
に
よ
る
こ
と
を
上
表
し
て
い
る
。

「
軍
根

利
民
の
た
め
に
や
る
よ
う
励
ま
し
て
い
る
。
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を
河
西
か
ら
沃
野
鎖
へ
迭
る
の
に
陸
運
で
は
不
便
で
あ
る
。
八
百
里

の
遁
は
深
い
砂
で
、
軽
車
で
は
在
き
難
く

載
せ
る
穀
物
は
二
十
石

に
過
ぎ
な
い
。
穀
根
が
河
西
に
在
る
の
を
、
沃
野
へ
鞘
ず
る
に
は
大

河
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず、

五
千
車
で
十
菌
剤
を
運
ぶ
と
百
日
以

上
か
か
る
。

」
れ
で
は
一
年
に
二
回
し
か
運
べ
ず
、
五
十
高
餅
を
運

ぶ
の
に
三
年
か
か
る
。
そ
し
て
農
業
生
産
に
非
常
な
阻
妨
と
な
る
。

そ
こ
で
二
百
般
を
造
り
、
鎖
内
の
兵
に
水
運
を
習
わ
せ

度

十
菌
剤
運
ば
せ
る
と

車
運
よ
り
十
倍
以
上
平
く
、
牛
も
使
わ
す
、

、，

、-

農
耕
を
醸
せ
ず
に
燐
む
」
と
提
案
し
て

こ
れ
に
も
太
武
帝
は
「
運

穀
が
一
冬
で
終
る
よ
う
な

左
程
善
い
こ
と
は

た
だ
の

一
運
の
ゐ



な
ら
ず
永
久
に
績
け
よ
」
と
詔
し
、

.
ば
績
い
て
述
べ
よ
、
と
い
っ
た
の
で
、
薙
は
更
に
「
屯
穀
を
卒
地
に

護
兵
も
散
居
し
て
い
る
し
、
妖
軒
者
も
い
て

ま
だ
盆
園
利
民
の
方
法
が
あ
れ

積
ん
で
お
く
こ
と
は
、

透
鎮
に
は
城
を
造
り
穀
を
儲
し
、
兵
を
置
い
て
守
備

す
れ
ば
農
に
も
害
が
な
い
か
ら
城
を
造
り
だ
い
」
と
表
し
て
許
さ
れ

た
。
こ
の
後
、
瞳
築
の
治
の
必
要
を
説
い
た
が
、
こ
の
巧
薙
は
中
央

政
府
に
は
居
ず
透
鎮
に
遣
わ
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

保
全
し
難
い
の

た
え
ず
上
表

す
る
中
に
「
不
費
牛
力
」
と
か
「
不
藤
田
」

こ
れ
を
念
願
し
貫
施
し
て
農
民
の
生
活
安
定
を
得
た
の
で
あ
る
。
軍

園
大
政
の
巌
明
な
時
に
、
軍
屯
を
維
持
す
る
た
め
に
屯
穀
を
増
産
し

蓄
積
す
る
こ
と
、
重
農
主
義
に
依
る
闇
利
民
一
踊
を
考
え
た
こ
と
と
、

更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
が
、
一
透
鎮
で
あ
る
に
せ
よ
、
中

「
不
鹿
農
」
と
言
い

央
政
府
の
命
令
を
受
け
て
、
統
治
機
闘
の
行
政
に
頼
っ
た
の
で
は
な

く
、
進
ん
で
行
政
府
に
提
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
皇
帝
か
ら
提

出
さ
れ
た
行
政
計
重
に
諾
否
の
鹿
答
を
矯
す
の
が
大
抵
の
場
合
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
一
連
の
上
表
に
よ
る
計
董
は
皇
帝
に
先
ん
じ
て

局
さ
れ
、
事
前
の
承
諾
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
允
も
太
武
帝
に
重
く
用
い
ら
れ
た
が
、
帝
は
高
允
と
と
も
に
刑
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政
を
論
じ
、
彼
の
一
言
は
甚
だ
旨
に
蒋
っ
て

い
た
。

貌
室
百
単
位
四
十
八
高

允
停
に
は

(
世
租
〉
問
允
目
、

高
機
之
務
、

是
時
多
禁
封
良

何
者
矯
先
。

田
、
叉
京
師
遊
食
者
衆
。
允
因
言
目
、
臣
少
也
賎
、
所
知
唯
田
、
請

言
農
事
。
古
人
云
、
方
一
里
則
矯
田
三
頃
七
十
畝
、
百
里
則
田
三
高

七
千
頃
。
若
勤
之
則
畝
盆
三
升
、
不
動
則
畝
損
三
升
、
方
百
皇
損

盆
之
率
矯
粟
二
百
二
十
二
高
斜
。
況
以
天
下
之
慶
乎
。
若
公
私
有

儲
、
雄
遇
飢
年
復
何
憂
哉
。
世
租
善
之
、
途
除
田
禁
、
悉
以
授
民
。

と
あ
る
。
皇
帝
の
聞
に
謝
し
て
、
自
分
は
農
業
に
関
守
る
こ
と
し
か

知
ら
な
い
、
と
断
っ
て
お
い
て
、
鮮
卑
民
族
に
は
暗
い
農
業
の
面
か

ら
政
策
論
を
取
り
上
げ
て
行
く
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
方
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法
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
軍
隊
の
動
向
に
闘
し
て
は
こ
の
上
も
な

く
卓
越
し
た
指
揮
権
を
震
動
し
得
た
皇
帝
も
こ
と
農
民
封
策
に
闘
し

臣
僚
の
具
申
す
る
意
見
に
謝
し
て
逆
に
諾
否
の
意
を
示
し
得

る
の
み
で
あ
り
、
諸
々
の
立
法
事
項
が
賞
際
の
場
に
移
さ
れ
た
後

に
、
そ
の
成
果
を
見
て
嘉
賞
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
況
や
、

て
は
、

皇
帝
が
自
ら
園
家
財
政
に
闘
す
る
一
切
の
計
董
表
を
作
成
し
て
臣
僚

を
指
揮
、
監
督
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

そ
の
賓
行
に
嘗
っ
て
臣
下
に
同
意
を
得
る
だ
け
の

皇
帝
が
護
案
し
、

事
と
も
具
り
、
臣
僚
自
ら
考
案
し
、
上
申
し
て
皇
帝
の
同
意
を
得
て
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い
る
の
で
あ
り

こ
こ
に
在
京
の
漢
民
族
に
よ
る
立
法
機
闘
が
存
在

し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
貌
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
制
度
で
あ

る
三
長
制
、
均
田
制
も
漢
民
族
に
よ
る
起
草
に
成
る
も
の
で
あ
り
、

問
題
は
、
そ
れ
ら
が
行
政
に
具
鰻
化
す
る
場
合
に
、
如
伺
な
る
行
政

管
理
が
行
な
わ
れ
た
か

そ
の
行
政
厳
督
は
果
し
て
嘗
初
の
立
法
措

置
と
封
照
し
て
矛
盾
し
て
い
る
か
如
何
に
あ
る
と
思
う
。
三
長
制

や
均
田
制
は
、
車
な
る
立
法
事
項
だ
け
に
移
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
漢
民
族
の
立
法
解
樺
が
果
し
て
具
盤
的
な
現
賞
面
に
適
切
に

質
施
さ
れ
た
か
否
か
は
、

行
政
面
で
統
治
機
関
内
部
に
再
構
成
が
行

な
わ
れ
た
こ
と
と
閥
連
が
あ
る
。

高
祖
孝
文
帝
の
初
期
に
、
文
明
太
皇
太
后
の
下
で
李
沖
が
三
長
制

を
提
案
し
た
。
こ
の
立
法
化
に
は
多
く
の
反
封
意
見
が
出
た
。
中
審

令
鄭
載
、
秘
書
令
高
一
新
等
は
「
天
下
を
混
じ
て
一
に
し
よ
う
と
し
て

も
、
事
買
は
質
施
し
難
い
」
と
言
い
、
太
尉
元
不
一は

「
ム
「
は
調
を
納

め
る
月
で
都
合
が
悪
い
か
ら
冬
の
閑
月
を
待
っ
て
徐
ろ
に
行
な
う
よ

う
」
要
求
し
、
著
作
郎
侍
思
盆
は
「
九
品
差
調
自
己
に
久
し
い
。

E
改
法
し
て
差
を
無
く
す
れ
ば
捷
乱
が
起
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

こ
れ
に
封
し
て
李
沖
は
「
も
し
調
時
に
因
ら
、
ず
ん
ば
百
姓
は
徒
に
長

を
立
て
戸
を
校
る
の
勤
を
知
っ
て
、
僑
を
均
し
く
し
賦
を
省
く
の
盆

を
見
な
い
。
課
調
の
月
な
れ
ば
こ
そ
賦
税
の
均
を
知
ら
し
め
る
の
で

あ
る
」
と
答
え
た
。
結
局
、
太
后
は

立
三
長
則
課
有
常
準
、
賦
有
恒
分
、

萄
蔭
之
戸
可
山
山
、
債
倖
之
人

可
止
、
何
矯
而
不
可
。
牽
議
雄
有
弟
異
、
然
惟
以
愛
法
矯
難
。

と
断
を
下
し
、
三
長
制
を
可
決
さ
せ
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三

長
制
に
就
て
の
得
失
を
論
議
し
た
末
文
明
太
后
は
、
戸
籍
を
整
え
、

蔭
戸
を
摘
費
し
て
統
治
機
闘
の
支
配
下
に
お
く
と
と
も
に
、
課
に
前

準
あ
れ
ば
、
国
家
財
政
の
計
査
を
も
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断

国
家
財
政
こ
そ
最
も
詳
し
く
枚
支
の
計
壷
を
立

て
、
入
る
を
計
っ
て
出
ず
る
を
制
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
国

庫
枚
入
に
基
づ
い
て
俸
礁
そ
の
他
の
施
策
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
の
で
あ
る
。
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然
る
に
、
孝
文
帝
の
時
ま
で
、

皇
帝
権
力
の
支
配
か
ら
豪
族
の
下
へ

そ
れ
故
に
、
園
家
財
政
は
窮
乏
の

逃
れ
て
行
く
者
を
阻
止
で
き
ず
、

途
を
た
ど
り
つ
つ
あ
っ
た
。
文
成
帝
の
太
安
四
年
の
詔
は

眠
卸
昨
至
今
、
座
下
寛
大
之
旨
、

錨
除
煩
苛
、
去
諸
不
急
、
欲
令

物
獲
其
所
、

人
安
其
業
、
而
牧
守
百
里
不
能
宣
揚
思
意
、
求
欲
無

厭
、
断
裁
官
物
、
以
入
於
己
、

使
課
調
懸
少
、
而
深
文
極
塁
、
委

罪
於
民
、
有
求
克
谷
、
曾
不
改
曜、

園
家
之
制
、
賦
役
乃
軽
、
比

年
己
来
雑
謂
減
省
、
市
所
在
州
郡
、
戚
有
遁
懸
、

非
在
職
之
官
、



緩
導
失
所
、
貧
競
過
度
、
誰
使
之
致
、
自
今
常
識
不
充
、
民
不
安

業
、
宰
民
之
徒
、
加
以
死
罪
。

と
述
べ
て
、
相
嘗
な
強
硬
意
志
を
示
し
て
い
る
。
{
呂
物
を
私
物
化
す

る
地
方
官
に
封
し
て
死
罪
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
、
人
民
の

流
動
は
激
し
く

ま
た
圏
家
財
政
を
虫
喰
む
貧
糠
な
者
が
、
政
府
に

と
っ
て
絵
り
に
も
多
過
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
年
の
詔
に
も
「
牧
守

在
民
、
侵
食
吾
姓
、
以
轡
家
業
、
王
賦
不
充
」
と
あ
り
、
圏
家
財
政

の
計
費
表
は
立
た
ず
、
ま
た
立
て
よ
う
と
し
て
も
不
可
能
に
近
い
吠

態
で
あ
っ
た
。
衣
の
献
文
帝
は
部
位
の
年
(
四
六
五
)
に
課
調
を
定

率
化
し
た
。
貌
香
容
六
額
組
紀
に

詔
日
、
夫
賦
数
煩
則
民
財
底
、
課
調
軽
知
用
不
足
。
是
以
十
一
而

続
。
領
整
作
央
、
先
朝
権
主
〈
軽
重
、
以
悪
百
姓
一
宮
々

と
あ
る
。
菌
家
財
政
に
関
す
る
統
治
計
費
に
は
、
騒
民
の
負
携
を
定

額
よ
り
も
定
率
を
以
て
見
積
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
も
し
戸
籍
簿

さ
え
完
備
し
て
居
れ
ば
定
率
稔
が
遥
か
に
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
巌

文
帝
の
時
代
に
は
ま
だ
そ
れ
は
不
充
分
で
あ
っ
た

人
民
は
逃
亡

し
、
地
方
宮
は
不
法
者
で
あ
る
。
孝
文
帝
の
第
二
年
延
興
二
年
(
四

七
二
)
居
月
、

工
商
雑
伎
が
農
に
赴
く
の
を
融
和
し
、
諸
州
郡
の
課
民
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は
菜
果
を
種
え
た
も
の
の
、
六
月
の
詔
に

頃
者
、
州
都
選
貴
、
多
不
以
賞
、
碩
入
所
以
窮
虞
路
氏
、
部
夫
所

以
趨
分
妄
進
、
山
一
見
所
謂
控
緊
樹
徳
者
也
、
今
年
貢
翠
、

濫
、
自
今
所
遺
皆
円
盤
州
都
之
高
才
極
郷
関
之
選
。

尤
潟
猿

皇
帝
が
宮
僚
を
信
用
で
き
な
い

そ
の
行
政
の
終
末
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
鮮
卑

民
族
主
義
的
軍
関
政
治
と
い
う
の
み
の
事
象
で
は
な
い
。
軍
政
か
ら

農
政
へ
の
轄
換
、
す
な
わ
ち
漢
民
族
的
圏
家
へ
の
縛
向
を
志
向
し
な

と
あ
り
、
同
一
統
治
機
関
の
中
で
、

朕
態
は
、

が
ら
、
相
互
に
否
定
し
合
う
主
義
の
矛
盾
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
農

政
た
ら
ん
と
欲
し
て
農
政
た
り
得
、
ず
、
軍
政
を
維
持
せ
ん
と
し
て
そ

れ
に
も
徹
し
切
れ
な
い
事
象
な
の
で
あ
る
。
貧
欲
な
利
財
追
求
の
故
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を
以
て
免
官
さ
れ
、
除
関
さ
れ
、

死
を
賜
っ
た
も
の
は
鮮
卑
系
代
人

王
将
に
も
多
い
し
、
漢
民
族
出
身
文
官
に
も
あ
る
。

延
興
三
年
(
四
七
一
ニ
〉
使
者
十
人
を
遺
し
て
州
郡
を
循
行
せ
し

め
、
戸
口
を
検
括
さ
せ
た
。
そ
し
て
穣
れ
て
出
で
ざ
る
者
が
あ
れ
ば

戸
主
が
罷
せ
ら
れ
た
が
、
こ
う
し
た
翠
な
る
検
戸
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
意
義
は
均
努
均
視
の
原
別
別
に
よ
っ
て
新
た
に
行
政
監
督
下
に
農
民

を
誘
致
し
、
反
面
、
蔭
戸
を
無
く
し
て
一
家
族
勢
力
を
牽
制
し
よ
う
と

す
る
も
の
が
一
一
一
長
制
の
立
法
で
あ
る
。

ま
た
均
田
制
に
就
い
て
も
同
様
の
主
旨
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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今
戸
均
田
制
の
内山廿
を
詳
細
に
究
述
す
る
意
闘
は
な
い

-
}
よ
}
ん
司
d
t
3

f
f
E
Bノ

均
税
の
原
理
を
具
髄
化
す
る
た
め
に

均
田
の
観
念
を
現
買
に
移
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
止
め
る
。
こ
の
よ
う
な
具
髄
的
な
政
策
へ
の
立

法
に
封
し
て

鮮
卑
民
族
の
軍
政
主
義
者
は
従
来
の
既
得
機
を
固
持

す
る
こ
と
に
依
っ
て

消
極
的
な
反
抗
を
示
し

つ
つ

、
文
明
太
后
を

め
ぐ
っ
て
そ
の
行
政
機
闘
を
再
編
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

3 

漢
民
族
の
行
政
と
孝
文
帝

親
書
谷
五
回
高
間
停
に

准
南
王
他
が
奮
に
依
っ
て
践
を
断
ぜ
ん

」
と
を
求
め
た
の
で

文
明
太
后
が
群
臣
を
召
し
て
之
を
議
せ
し
め

た
時
、
高
聞
が
表
し
て
日
う
に

徳
高
者
則
位
得
、
任
資
者
則
線
重
、
下
者
線
足
以
代
耕
、
上
者
俸

足
以
行
義
、
庶
民
均
其
賦
以
展
奉
上
之
心
、
君
王
楽
其
材
以
供
事

業
之
用
。

と
あ
り
、
均
税
、
均
回
の
立
法
と
同
一

の
原
理
を
表
明
し
て

い
る
。

三
長
制
、
均
田
制
は
何
れ
も
完
全
な
園
家
財
政
と
、
そ
れ
に
基
づ
く

新
行
政
植
の
確
立
を
目
指
し
て
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
戸
籍

と
団
地
を
詳
し
く
検
閲
し
て
す
べ
て
の
園
民
を
均
購
的
共
通
の
基
盤

の
上
に
立
た
し
、
民
族
的
政
策
的
な
背
反
を
媒
介
と
し
て
、
新
行
政

機
に
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
鮮
卑
沓
官
僚
の
鴛

し
得
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
地
に
遺
利
な
く
、
人
に
徐
力
な
か
ら

し
め
て

そ
の
上
に
強
固
な
行
政
機
を
樹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ。

莞
喧
は
文
成
帝
の
時
代
か
ら
恭
謹
を
以
て
擢
れ

鎮
将
及
び
長

史
の
貧
暴
を
検
し
た
が
、
三
長
制
が
施
か
れ
て
一県
道
十
三
州
に
戸
籍

を
比
し
、
頗
る
忠
貫
に
新
統
治
方
針
を
樫
し
た
。

孝
文
帝
か
ら
次
の
宣
武
帝
に
重
任
さ
れ
た
元
障
は
翼
州
刺
史
と
な

り
、
丁
戸
を
検
括
し
、
其
の
鶴
首
す
る
を
聴
し
て
絹
を
出
さ
し
め
、

統
治
管
理
を
殿
し
く
し
た
が

そ
れ
で
も
緊
鍛
は
極
ま
り
な
く
績
い

た
。
均
田
制
新
行
政
も
そ
の
内
部
に
此
れ
を
否
定
す
る
も
の
を
含
ん

だ
矛
盾
を
克
服
し
切
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
其
の
矛
盾
は
既
に
文
明
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太
后
の
許
に
萌
芽
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
文
明
太
后
は
文
成
帝
の
崩

一
時
権
勢
を
振
っ
た
丞
相
乙
海
を
殺
し

(阪
城一
対
)
、
十
八
歳
の

李
奔
が
献
文
帝
に
殺
さ
れ

後献
文
帝
を
退
位
さ
せ
、
李
奔
を
重
任
し
、

た
の
を
怒
っ
て
献
文
帝
を
も
殺
し
、

ま
だ
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の

孝
文
帝
に
代
っ

て
政
務
宮
寛
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
宮
宮
を
採
用
し

て
刑
罰
を
般
に
し
て
猫
裁
的
に
政
治
を
進
め
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ

の
問
、
外
戚
と
し
て
病
院
が
太
后
と
と
も
に
政
権
に
参
奥
し

ザ

イ

の

二
女
は
孝
文
帝
の
后
に

一
女
は
左
昭
儀
と
な
っ
た
。

太
后
は
李

沖
、
王
叡
や
戚
陽
王
稽
を
も
側
近
と
し
た
。
新
奮
、
漢
夷
混
合
の
行



政
府
を
作
り
出
し
た
。
従
っ
て
保
守
的
、
封
建
的
な
要
素
が
そ
の
政

治
に
包
含
さ
れ
て
い
た
。
説
書
巻
廿
一
上
高
揚
王
一
維
持
に

或
設
一
雄
日
、
諸
王
皆
待
士
以
M
A

品
種
響
。
王
伺
以
濁
苔
。
薙
日
、
吾

天
子
之
子
、
位
矯
諸
王
、
用
欝
名
何
魚
。

こ
こ
に
は
名
を
尚
ぶ
保
守
的
精
神
に
支
え
ら
れ
た
貴
族

と
、
孤
高
の
精
神
を
持
た
な
い
貴
族
と
二
つ
の
種
類
に
分
れ
て
い
た

そ
し
て
大
部
分
の
貴
族
は
聾
饗
を
営
々
と
し
て
求
め

と
あ
る

如
く
見
え
る
。

る
類
で
あ
っ
た
諜
で
あ
る
が

ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
事
蜜
を

も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
c

元
街
、
一
元
保
の
如
く
「
産
業
を
管
ま
ず
」
、

憶
の
弟
太
興
の
如
く
出
家
す
る
者
も
あ
る
反
面
に
、
一
元
卒
原
は
「
私

米
三
千
鈴
餅
を
以
て
粥
を
つ
く
り
飢
民
を
隣
っ
た
」
し
、

成
陽
王
薦

の
如
き
は
生
活
は
饗
惨
事
官
極
め

の
奴
稗
自
宅
を
も
ち
、
臨
銭

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
同
じ
く
鮮
卑
系
代
人
で
も

の
如
く
貴
族
に
謝
す
る
皮
感
の
強
い
人
物
も
あ
っ
た
。
宣
武
帝

に
謝
し
て
子
烈
は

0) 

測
る
べ
か
ら
ず
。
宜
し
く
之
を
躍
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し
、
(
帝
)
自
ら
政
を
覧
る
べ
し
」
と
進
一
一
一
目
し
た
。
彰
域
王
山
総
は
高
肇
の

親
族
が
皇
后
に
な
る
の
に
反
封
し
て
殺
さ
れ
た
。
太
武
帝
の
子
孫
で

あ
る
元
深
は
「
李
沖
が
北
遺
の
鎖
を
無
視
し
た
」
こ
と
を
非
難
し
た
。

は
蓄
態
依
然
た
る
貴
族
、
保
守
的
封
建
的
親
貴
が

太
后
の

そ
れ
と
と
も
に
、
新
立
法

複
雑
な
波
閥
を
成
し
て
集
っ
て
い
た
が
、

を
忠
買
に
解
揮
し
適
用
し
よ
う
と
す
る
官
僚
群
も
あ
っ
た
。
太
和
十

四
年
(
四
九

O
〉
に
文
明
太
后
が
死
去
し
た
。
間
十
七
年
に
は
孝
文

帝
が
洛
陽
へ
遷
都
す
る
意
を
示
し
、
翌
年
、

迭
に
こ
れ
を
敢
行
し

た
。
更
に
翌
年
に
は
鳴
削
除
、
鳴
誕
の
父
子
が
死
ん
だ
。
こ
れ
ら
の

は
相
互
に
密
接
な
連
闘
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
孝
文
帝
は
漢

民
族
の
貴
族
鰻
制
を
採
り
な
が
ら
の
親
貴
政
治
を
望
ん
で
い

た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
漢
民
族
が
抽
象
的
な
勧
課
農
薬
政
策
を
観

念
と
し
て
停
め
る
こ
と
な
く
、
兵
糧
的
な
均
田
制
と
コ
一
長
制
と
に
於

-35-

い
て
展
開
し
、
農
政
に
文
治
に
主
力
を
お
い
た
行
政
に
乗
り
出
し
て

来
た
の
で
あ
る
。
鮮
卑
民
族
の
軍
政
と
漢
民
族
の
農
政
と
を
止
揚
し

た
統
一
国
家
日
「
均
賦
」
と
「
均
田
」
と
の
統
合
の
上
に
け
け
が
完
成

す
る
か
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
鮮
卑
民
族
の
否
定
的
な
動
き
は
意
外

に
強
く

作
用
し

太
和
十
六
年
(
四
九

の
で
あ
る

一
一
〉
に
詔
し
て
日
く

文
武
之
道
、
自
古
並
行
、
威
一
聴
之
施
、
必
塩
相
籍
:
:
:
閤
家
離
山
口
出

文
以
懐
九
殿
、
修
武
以
寧
八
荒
、
然
於
習
武
之
方
、
猶
矯
未
輩
、

今
則
訓
文
有
典
、
数
武
閥
然
、
将
於
馬
射
之
前
、
先
行
講
武
之
式

A 
h 、



36 

と
。
文
に
過
ぎ
武
の
及
ば
ざ
る
現
買
に
封
し

こ
れ
を
是
正
し
て
俸

統
的
尚
武
の
精
一
仰
を
昂
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

鮮
卑
民
族
主
義
の

保
持
に
努
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

ν

さ
ら
に
太
和
十
九
年
(
四

九
五
)
に
は
「
閑
官
の
旅
を
減
じ
て
以
て
軍
園
の
用
に
緯
」
し
た
の

で
あ
る
。
孝
文
帝
の
文
武
並
行
策
は
間
民
族
の
安
協
的
政
治
で
あ

る
。
，」
れ
を
閥
単
純
に
「
漢
化
政
策
」
の
一

一訪
問
で
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
孝
文
帝
か
ら
見
れ
ば
、
統
治
機
力
を
よ
り
強
固
な
も
の
に

し
て
、
園
家
財
政
を
確
保
、
健
全
な
ら
し
め
る
た
め
に
も
、
自
ら
進

ん
で
漢
民
族
の
統
治
方
針
や
財
政
策
を
採
り
入
れ
る
た
め
に
も
、
諸

傑
件
を
勘
案
し
て
溢
都
佐
決
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
洛
陽
遷

都
以
後
に
お
け
る
地
力
の
動
揺
は
否
定
し
難
い
事
買
で
あ

っ
た
。

四

徐

三ノム
日11M

北
説
時
代
の
政
治
を
述
、へる
に
笛
っ
て

俳
数
や
儒
数
、
道
数
等

の
宗
教
に
闘
し
て
全
く
胸
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か

に
牢
ば
無
意
味
で

あ
る
。
と
く
に
例
数
は
岡
家
例
数
と
し
て
植
力
に
よ
っ
て
支
持
さ

れ
、
僧
官
が
民
心
化
導
に
努
め
、
闘
家
の
統
治
厳
督
を
受
け
て

い
た

の
で
あ

っ
て
、
東
替
、
南
朝
に
亘
る
江
南
俳
数
の
よ
う
に
、
方
外
の

賓
と
し
て
槌
力
の
外
に
立
つ
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、

度
機
力
の
澗
知
恵
一
を
受
け
る
と

太
武
帝
の
駿
仰
の
如
く
、
教
圃
は
悲

惨
な
自
に
遇
う
の
で
あ
っ
た
。
中
国
史
上
に
著
名
な
悌
数
遺
蹟
を
留

め
る
一

方
、
極
端
な
唆
併
が
あ
り
、
同

一
王
朝
下
に
於
い
て
雨
者
が

並
存
し
て

い
る
こ
と
は
、
南
朝
の
場
合
と
異
る
。
そ
し
て
北
貌
の
併

数
が
軍
政
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
も
碓
質
な
事
買
で
あ
り
、
そ
こ

に
政
治
道
徳
と
し
て
の
儒
教
と
封
比
し
て
種
々
の
問
題
が
見
出
さ
れ

る
。
拓
政
部
族
は
俳
教
を
深
く
信
仰
し
た
け
れ
ど
も
、

方
術
的
な
も

の
以
外
に
は
、
俳
教
か
ら
具
閥
的
な
統
治
理
論
を
摩
ひ
取
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
較
べ
て
儒
数
の
政
治
理
論
は
現
質
的
で
あ

り
、
ま
た
中
原
に
お
け
る
侍
統
と
し
て
の
力
が
あ
る
。
そ
し
て
儒
教
の

理
論
と
俳
数
の
観
念
と
が
種
々
の
形
で
封
比
さ
れ
結
合
さ
れ
て
行
く

の
で
あ
る
。
漢
民
族
の
儒
数
理
論
が
普
及
す
る
に

つ
れ
て
、
北
貌
の

悌
教
は
一
面
に
お
い
て
現
質
化
し
、
他
面
に
お
い
て
政
治
か
ら
離
脱

し
て
、
隠
遁
の
場
と
な
っ
た
が
、
漢
民
族
の
中
に
も
多
く
の
俳
教
信
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例
数
寺
院
の
存
在
は
大
き
な
祉
禽
的
意
義
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
た
だ
、
俳
教
が
北
貌
王
朝
の
末
期
に
及
ぶ
ま
で
衰
亡
せ

者
が
で
て

ず
、
寧
ろ
洛
陽
を
中
心
と
し
て
一
一
層
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
根
本
的

に
超
民
族
的
な
教
義
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
注
目

し
て
見
る
と
方
術
的
俳
教
は
、
や
は
り
北
貌
前
期
の
み
で
消
滅
し
、

超
民
族
的
な
併
教
が
後
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
儒
数
に

よ
る
否
定
を
遁
し
て
前
期
と
後
期
と
封
照
を
な
し
て
い
る
。




